
気
に
な
る
言
墓
①
保
育

佐
々
木
隆

少
子
化
に
伴
い
教
育
の
果
す
役
割
や
期
待
は
こ
れ
ま
で

以
上
に
大
き
く
な
っ
た
。
高
学
歴
の
親
の
世
代
が
増
え
た
か

ら
と
い
っ
て
家
庭
教
育
が
充
実
し
て
来
た
と
は
言
い
難
い
。

子
ど
も
を
取
り
巻
く
環
境
も
激
変
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、

「
保
育
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
た
い
。

平
成
二
十
年
三
月
に
「
幼
稚
園
教
育
要
領
」
と
「
保
育
所

保
育
指
針
』
の
改
定
が
公
布
さ
れ
、
平
成
二
十
一
年
度
よ
り

施
行
さ
れ
る
。
さ
て
、
「
幼
保
一
元
化
」
な
る
言
葉
も
定
着
し

て
い
る
が
、
「
保
育
』
と
は
何
か
」
と
い
っ
た
原
点
か
ら
考

え
、
用
語
の
定
義
と
し
て
「
保
育
」
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
「
保
育
」
は
一
般
に
は
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
新
村
出
編
『
広
辞
苑
』
（
岩
波
書
店
、
二
○

○
八
年
一
月
、
第
六
版
、
二
五
五
○
頁
）
に
は
「
乳
幼
児
を

保
護
し
て
育
て
る
こ
と
」
と
あ
る
。
で
は
、
「
保
育
」
と
い
う

用
語
は
い
つ
頃
か
ら
使
わ
れ
て
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
明
治
十

年
二
八
七
七
）
に
定
め
ら
れ
た
東
京
女
子
師
範
学
校
附
属
六

幼
稚
園
規
則
第
七
条
に
「
園
中
二
在
一
プ
ハ
保
娼
小
児
保
育
ノ

責
に
任
ズ
」
、
第
八
条
に
「
保
育
料
「
第
十
条
に
「
保
育
時

間
」
と
し
て
使
わ
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
は
公
式
用
語
し
て
、
法
令
に
も
登
場
し
て
来
る
。
ち

な
み
に
、
日
本
の
教
育
史
上
初
め
て
幼
稚
園
と
い
う
名
称
が

登
場
す
る
の
が
明
治
十
一
一
年
二
八
七
九
）
の
教
育
令
で
あ

る
。

し
か
し
、
明
治
三
十
一
一
一
年
（
一
九
○
○
）
に
保
育
的
機
能
を

果
す
幼
稚
園
と
し
て
私
立
二
葉
幼
稚
園
が
開
設
さ
れ
、
さ
ら

に
大
正
四
年
二
九
一
五
）
に
は
児
童
保
護
事
業
を
主
と
す

る
二
葉
保
育
園
に
転
換
す
る
こ
と
に
な
る
。

法
令
的
に
は
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
条
公
立
幼
稚
園
ノ
保
育
法
ハ
公
立
学
校
ノ
教
則

同
様
文
部
卿
ノ
許
可
ヲ
経
ヘ
ク



実
は
「
保
育
と
は
」
い
っ
た
内
容
の
定
義
が
な
い
の
が
実
状

で
あ
る
の
で
、
幼
稚
園
や
保
育
所
の
目
的
等
を
掲
げ
て
い
る

条
文
等
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

幼
稚
園
ハ
幼
児
ヲ
保
育
シ
テ
其
ノ
心
身
ヲ
健
全
一
一
発
達

セ
シ
メ
善
良
ナ
ル
性
情
ヲ
酒
養
シ
家
庭
教
育
ヲ
補
フ
ヲ

以
テ
目
的
ト
ス
（
幼
稚
園
令
第
一
条
、
’
九
二
六
年
）

幼
稚
園
は
、
義
務
教
育
及
び
そ
の
後
の
教
育
の
基
礎
を

培
う
も
の
と
し
て
、
幼
児
を
保
育
し
、
幼
児
の
健
や
か

な
成
長
の
た
め
に
適
当
な
環
境
を
与
え
て
、
そ
の
心
身

の
発
達
を
助
長
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
（
学
校
教

育
法
第
二
十
二
条
、
二
○
○
七
年
）

保
育
所
は
、
子
ど
も
が
生
涯
に
わ
た
る
人
間
形
成
に
と

っ
て
極
め
て
重
要
な
時
期
に
、
そ
の
生
活
時
間
の
大
半

を
過
ご
す
場
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
保
育
所
の
保
育

で
は
、
所
謂
「
保
育
原
理
』
と
い
っ
た
専
門
書
に
は
ど
の
よ

う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
の
か
を
、
時
系
列
で
見
て
み
よ
う
。

は
、
子
ど
も
が
現
在
を
最
も
良
く
生
き
、
望
ま
し
い
未

来
を
つ
く
り
出
す
力
の
基
礎
を
養
う
た
め
に
、
次
の
目

標
を
目
指
し
て
行
わ
れ
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
保
育
所
保

育
指
針
、
二
○
○
八
年
）

乳
幼
児
を
養
護
・
教
育
す
る
人
（
為
）
的
、
社
会
的
、

並
び
に
法
的
な
一
連
の
活
動
」
（
日
名
子
太
郎
編
『
新
保

育
学
概
論
」
同
文
書
院
、
一
九
八
五
年
三
月
、
二
頁
）

幼
児
に
対
す
る
教
育
は
、
保
護
Ｓ
胃
の
）
と
教
育

（
国
冒
●
昌
○
巳
と
を
一
体
に
し
て
、
暖
か
く
包
ん
で
や
る

必
要
が
あ
る
こ
と
を
保
育
と
い
う
言
葉
で
表
し
た
（
鈴

木
政
次
郎
他
編
箸
「
保
育
原
理
』
（
ひ
か
り
の
く
に
株
式

会
社
、
一
九
七
八
年
十
二
月
、
七
頁
）

七



以
上
、
法
令
や
専
門
書
等
を
時
系
列
に
見
て
き
た
が
、
「
保
育
」

「
教
育
」
「
養
育
」
「
福
祉
」
「
保
護
」
と
い
っ
た
内
容
が
多
義

的
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
法
的
な

定
義
も
意
外
に
も
ア
バ
ウ
ト
な
内
容
で
あ
る
こ
と
に
は
驚
か

さ
れ
る
。
日
本
に
お
け
る
教
育
や
福
祉
と
い
っ
た
行
政
の
問

題
も
見
え
隠
れ
す
る
。
文
部
科
学
省
栢
文
部
省
）
と
厚
生

労
働
省
（
旧
厚
生
省
）
の
戦
後
の
流
れ
を
少
し
整
理
し
て
み

る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

一
九
四
七
年

一
九
四
八
年

一
九
五
○
年

一
九
五
二
年

一
九
五
六
年

一
九
五
六
年

一
九
六
四
年

学
校
教
育
法
、
児
童
福
祉
法

保
育
要
領
、
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準

保
育
所
運
営
要
領

幼
稚
園
基
準
、
保
育
指
針

幼
稚
園
設
置
基
準

幼
稚
園
教
育
要
領

幼
稚
園
教
育
要
領

こ
れ
ま
で
も
幼
稚
園
と
保
育
所
は
そ
の
機
能
が
異
な
る
こ
と

を
強
調
す
る
時
代
が
あ
る
か
と
思
え
ば
、
子
育
て
支
援
と
い

う
考
え
方
か
ら
、
両
者
の
機
能
を
備
え
た
認
定
こ
ど
も
園
が

設
置
さ
れ
る
な
ど
、
時
代
に
よ
り
考
え
方
も
変
化
し
て
き
て

い
る
。
保
育
所
保
育
指
針
で
も
一
九
六
五
年
で
は
保
育
所
保

育
は
養
護
と
教
育
が
一
体
と
な
っ
た
も
の
、
’
九
九
○
年
で

は
養
護
と
教
育
の
機
能
を
分
離
し
て
記
述
す
る
な
ど
変
化
が

見
ら
れ
る
。
ま
た
、
心
身
障
害
児
教
育
に
お
け
る
考
え
方
に

つ
い
て
も
、
特
殊
学
級
（
特
別
支
援
学
級
）
と
普
通
学
級
を

ど
う
考
え
て
い
く
か
も
、
分
離
主
義
か
ら
統
合
教
育
と
い
っ

た
交
流
教
育
あ
る
い
は
共
同
教
育
と
い
っ
た
考
え
方
へ
移
行

し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

「
し
つ
け
」
に
つ
い
て
も
家
庭
な
の
か
、
学
校
な
の
か
と

い
っ
た
議
論
も
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
確
か
に
改
正
教
育
基

本
法
に
よ
り
家
庭
教
育
に
お
け
る
役
割
が
規
定
さ
れ
た
が
、

九
六
五
年
保
育
所
保
育
指
針

八



学
校
側
が
全
く
何
も
し
な
い
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
と

い
っ
た
現
実
的
問
題
が
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
今
回
は

「
保
育
」
と
い
っ
た
言
葉
に
つ
い
て
改
め
て
そ
の
意
味
合
い

に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、
考
え
れ
ば
考
え
る
程
、
問
題
の
大

き
さ
を
痛
感
さ
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。
幼
稚
園
と
保
育
所

と
い
っ
た
就
学
前
の
教
育
・
保
育
を
受
け
た
子
ど
も
た
ち
が

同
じ
小
学
校
へ
入
学
し
、
初
等
教
育
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

「
教
育
」
と
「
保
育
」
の
違
い
を
強
調
す
る
時
代
か
ら
、
子

育
て
支
援
と
い
う
考
え
方
か
ら
就
学
前
の
子
ど
も
た
ち
に
ど

の
よ
う
な
こ
と
を
授
け
て
い
く
か
が
共
通
し
て
求
め
ら
れ
る

時
代
と
な
っ
た
こ
と
は
ま
ぎ
れ
な
い
事
実
で
あ
る
。
最
近
で

は
「
子
ど
も
学
」
な
る
言
葉
も
登
場
し
て
い
る
。
保
育
、
幼

児
教
育
、
児
童
福
祉
、
子
ど
も
学
と
い
っ
た
概
念
が
今
後
ど

の
よ
う
な
道
を
辿
る
の
か
注
目
し
て
い
き
た
い
も
の
だ
。


